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自治会の法人化（認可地縁団体）               
 

自治 会 、町会 、区（ 以下「 自治 会 等」）は、法 律上 い わ ゆる「 権 利な き

社団 」と 位置 付 け られ 、自 治会 等 が 、土地 や 集会 施 設な どの 財 産を 保 有し

てい る 場合 で あっ ても 、 団体 名 義で の不 動 産登 記 はで きま せ んで し た。  

その た め、自治 会 等 の財 産 を不 動 産登 記す る とき は、会 長 個人 ま たは 役

員 の 共 有 名 義 で 不 動 産 登 記 を 行 っ て い ま し た が 、 全 国 で さ ま ざ ま な ト ラ

ブル が 生じ て いま した 。  

この よ うな 問 題を 解決 す るた め、平 成 ３年 に 地方 自 治法 が改 正 され 、不

動 産 等 を 保 有 ま た は 保 有 を 予 定 し て い る 自 治 会 等 は 、 市 町 村 に 届 出 を 行

い、市町 村 から 認 可 を受 け るこ と で法 人格 を 取得 し、団 体 名義 で 不動 産 登

記が で きる よ うに なり ま した 。  

ま た 、令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 よ り 、不 動 産 の 有 無 に か か わ ら ず 、地 域的

な 共 同 活 動 を 円 滑 に 行 う 目 的 で 市 か ら 認 可 を 受 け る こ と が で き る よ う に

な り ま し た 。  

近 年 の 自 治 会 活 動 の 幅 の 広 が り を 踏 ま え 、 集 会 所 の よ う な 不 動 産 を 保

有し な くと も、今 後 は高 齢 者等 へ の生 活支 援 や地 域 交通 の維 持、地 域の 特

産 品 開 発 ・ マ ー ケ ッ ト 運 営 等 の 経 済 活 動 も 含 め た 幅 広 い 活 動 を 行 う 団 体

が認 可 され る こと を想 定 した も ので す。  

認可 の 目的 が 改め られ た こと に よる 、法人 格 を得 る 団体 とし て は、次の

目的 を 持っ た 団体 を想 定 して い ます 。  

1.  継続 し た活 動 基盤 の確 立  

2.  法人 が 契約 主 体と なる こ とに よ る事 業活 動 の充 実 化  

3.  法律 上 の責 任 の所 在の 明 確化  

4.  個人 財 産と 法 人財 産と 混 同防 止  

5.  対外 的 な信 用 の獲 得等  

 

認可 地 縁団 体 にな るた め の要 件  

地 縁 団 体 が 認 可 地 縁 団 体 と な る た め に は 市 長 の 認 可 が 必 要 で す 。 認 可 の

ため に は次 の ４つ の要 件 を満 た して いる 必 要が あ りま す。  

1.  その 区 域の 住 民相 互の 連 携、環 境の 整備 、集会 施 設の 維持 管 理等 、良

好 な 地 域 社 会 の 維 持 及 び 形 成 に 資 す る 地 域 的 な 共 同 生 活 を 行 う こ と

を目 的 とし 、 現に その 活 動を 行 って いる と 認め ら れる こと 。  

2.  その 区 域が 、住民 にと っ て客 観 的に 明ら か なも の とし て定 め られ て い

るこ と 。  
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3.  その 区 域に 住 所を 有す る すべ て の個 人は 、構成 員 とな るこ と がで き る

もの と し、 そ の相 当数 の 者が 構 成員 とな っ てい る こと 。  

4.  規約 を 定め て いる こと 。  

認 可 後 で あ っ て も 、こ れ ら の 要 件 の い ず れ か を 満 た さ な く な っ た 場 合 は 、

認 可 取 消 と な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  

 

詳し く は担 当 へお 問い 合 わせ く ださ い。  

 

 

≪担 当 課:市 民 協働 推進 課  市 民 活動 推 進係 ≫  

 

認可地縁団体の代表者等の変更について        
 

認 可 地 縁 団 体 と し て 市 が 認 可 し た 場 合 は 、 代 表 者 の 変 更 や 規 約 の 変 更

を 行 っ た 際 に 、 市 に 申 請 す る 必 要 が あ り ま す 。  

変 更 に あ た っ て は 、 総 会 で の 議 決 が 必 要 と な り ま す の で 必 要 書 類 に 変

更し た こと を 証す る書 類 （議 事 録等 ）を 添 えて ご 提出 くだ さ い。  

様式 は 、市ホ ー ム ペー ジ「 認可 地 縁 団体 の 各種 変 更に 伴う 手 続き 」で ダ

ウン ロ ード 可 能で す。  

 

≪担 当 課:市 民 協働 推進 課  市 民 活動 推 進係 ≫  

 

認可地縁団体証明書の交付について          

 

認可 地 縁団 体 証明 書（ 地縁 団 体台 帳 の 写し ）は 誰 でも 請 求 する こ とが 出

来ま す 。  

証明 書 が必 要 な場 合は 、請 求 書に 必 要 事項 を 記入 の 上、窓 口か 郵 送で 市

民協 働 推進 課 へ提 出し て くだ さ い（ FAX・ メー ル は不 可 ）。  

請求 に は、 手 数料 とし て 1 通 300 円が 必 要で す 。  

な お 、 証 明 書 は 即 日 交 付 で き ま せ ん の で 、 時 間 に 余 裕 を 持 っ て 請 求 し

て く だ さ い 。 詳 し く は 、 事 前 に 担 当 ま で ご 相 談 く だ さ い 。  

 

≪担 当 課:市 民 協働 推進 課  市 民 活動 推 進係 ≫  
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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例     
 

１ ． 不 動 産 に 係 る 登 記 の 特 例 と は  

認 可 地 縁 団 体 に 名 義 を 変 更 し よ う と し た 不 動 産 が 、 既 に 亡 く な っ た 人

の名 義 にな っ てい る場 合、古 い名 義 人 であ る ほど 、相 続 の 確定 に 多大 な 労

力を 要 しま す 。  

その た め、 平 成 27 年 4 月 1 日よ り 、地 方 自治 法 が改 正さ れ 、認 可 地

縁団 体 が一 定 期間 所有（ 占 有 ）して い た不 動 産で あ って 、登記 名 義人 や そ

の 相 続 人 の 全 て ま た は 一 部 の 所 在 が 知 れ な い 場 合 、 一 定 の 手 続 き を 経 る

こ と で 、 認 可 地 縁 団 体 へ 所 有 権 の 移 転 の 登 記 を で き る よ う に す る 特 例 制

度が 設 けら れ まし た。  

なお 、市 の 認可 を 受 けて い ない 地 縁団 体が 、特 例 制度 の 対 象と な る不 動

産 を 所 有 し て い る 場 合 は 、 市 の 認 可 を 受 け て 認 可 地 縁 団 体 を 設 立 し た 後

であ れ ば、 特 例適 用を 申 請で き ます 。  

 

２ ． 申 請 の 要 件  

 申 請 を行 う には 、次 の すべ て の要 件を 満 たし て いる 必要 が あり ま す。  

（１ ） 認可 地 縁団 体が 当 該不 動 産を 所有 し てい る こと  

（ ２ ） 認 可 地 縁 団 体 が 当 該 不 動 産 を １ ０ 年 以 上 所 有 の 意 思 を も っ て 平 穏

かつ 公 然と 占 有し てい る こと  

（ ３ ） 当 該 不 動 産 の 表 題 部 所 有 者 ま た は 所 有 権 の 登 記 名 義 人 の 全 て が 認

可 地 縁 団 体 の 構 成 員 ま た は か つ て 認 可 地 縁 団 体 の 構 成 員 で あ っ た

者で あ るこ と  

（４ ） 当該 不 動産 の登 記 関係 者 の全 部ま た は一 部 の所 在が 知 れな い こと  

 

 な お、申 請書 類 の 詳細 や 制度 の 概要 等、詳し く は担 当 ま でお 問 い合 わ せ

くだ さ い。  

 

 
 
 
 
 
 
 

≪担当課:市民協働推進課 市民活動推進係≫ 
 


